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〔要　　　旨〕

１　農業経営を縮小し，農家の定義にあてはまらなくなった土地持ち非農家の急増により，

農地の所有構造が近年大きく変化している。

２　2005年センサスにより農地の所有構造をみると，農地所有者数の30％，所有農地面積の

15％を土地持ち非農家が占め，この割合はいずれも2000年を大幅に上回っている。また，

土地持ち非農家の貸付面積は全国の借入面積の約５割，その耕作放棄地は全国の約４割を

占め，地域の農地利用を大きく左右している。

３　ただし，土地持ち非農家の増加による影響は地域によって大きく異なり，農地の流動化

を加速させている地域がある一方で，受け皿がなく効率的利用を困難にしている地域もあ

る。そして，地域による利用構造の違いは，農業者の高齢化や水田比率等の耕地条件等，

地域の農業条件と密接に関係している。

４　今後も，農業者の高齢化に伴って土地持ち非農家は一定期間増加していくことが予想さ

れ，それによる農地利用の格差が広がることが懸念される。同時に，相続等により村外へ

他出した不在村農地所有者の増加も本格化するとみられる。その場合，集落作業等への影

響も懸念され，土地持ち非農家への対応とともに重要な課題となろう。

５　農地の所有構造が変化するなか，集落営農等の農地の受け皿組織の育成，農地の所有・

利用に関する情報整備等が緊急の課題とみられるが、土地持ち非農家から不在村農地所有

者への農地の移動が本格化する前に早急に取組みを進める必要があろう。

農地の所有構造の変化と
土地持ち非農家の動向
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農家の高齢化と後継者不足等により，農

地の所有構造が近年大きく変化している。

一定の経営規模を持っていた農家が農業経

営を縮小し，他の経営体に農地を貸し出す

動きが近年加速しているためである。なか

でも大きな影響を与えているのが土地持ち

非農家の増加である。農家の定義にはあて

はまらない土地持ち非農家であるが，農地

の所有者及び供給者として，とくに都府県

の農業において近年非常に大きな地位を占

めている。
（注１）

そこで，本稿では，2005年センサス等に

より，最近の土地持ち非農家の動向を中心

に，日本農業における農地の所有構造の変

化とその影響，さらに今後の課題等につい

て検討してみたい。

（注１）筆者は本誌2002年２月号｢農家以外の農地
所有世帯にみる日本農業の構造変化｣で，土地持
ち非農家の増加により，地域の農業構造が大き
く変化する可能性を指摘した。

（１） 農地所有者数及び所有面積の動向

最初に，農地の所有構造等がどのように

変化したのかを確認しておきたい。

第１表は，センサスにおいて農地所有者

として把握できる農家，農家以外の農業事

業体，土地持ち非農家について，その実数

及び所有農地面積（本稿では「所有農地＝

所有経営耕地＋耕作放棄地」とする）の推移

をみたものである。
（注２）

まず，農地所有者数（農家戸数，土地持

ち非農家数，農家以外の農業事業体数の合計）

の推移をみると，2000年から05年にかけて

農地所有者数は422.8万から406.6万へ16.2万

の減少となった。これは農家が27.2万戸減

と大幅に減少したためで，それにより農家

のシェアも73.8％から70.1％に低下してい

る。その一方，土地持ち非農家は同期間に

109.7万戸から120.1万戸と10.4万戸も増加し

た。それにより，土地持ち非農家のシェア
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は26.0％から29.6％へと3.6ポイント上昇し，

農地所有者のほぼ３割を占めるまでになっ

た。

次に，所有農地面積の推移をみると，全

国の所有農地面積は2000年から05年にかけ

て432.8万haから414.2万haへ18.5万haも減

少した。これも農家の所有農地面積が29.2

万haの大幅な減少となったためで，そのシ

ェアも85.5％から82.3％へと低下している。

一方，土地持ち非農家の所有農地面積はこ

の間47.3万haから59.9万haへ26.5％も増加

し，そのシェアも10.9％から14.5％へ3.6ポ

イント上昇している。

このように2000年から05年にかけて，農

地所有者数及び所有農地面積に占める農家

のシェアが低下する一方，土地持ち非農家

のシェアは大きく上昇した。

この土地持ち非農家の増加の背景には，

農業環境の悪化や農家の高齢化・後継者不

足等による農業経営の縮小がある。そして，

その動きを加速させているのが戦後の日本

農業を支えてきた昭和一けた世代の農業か

らのリタイアである。
（注３）

例えば，第１図は1995年から05年にかけ

ての土地持ち非農家の都道府県別増減数と

75歳以上の農業従事者の増減数の関係をみ

たものであるが，75歳以上の農業従事者が

増加している地域ほど，土地持ち非農家の

増加も大きい傾向がみられる。これは農業

者のなかで高齢になり農業労働からリタイ
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（単位　千戸, 千事業体, 千ｈａ, ％, ポイント）
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第1表　農地所有面積等の推移 
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アせざるを得ない年齢層が増え，そのこと

が土地持ち非農家の増加につながっている

ことを示唆している。
（注４）

そして，自らの経営を縮小した土地持ち

非農家の多くは農地の出し手となり，次項

でみるように農地の利用構造を大きく変化

させることになった。

（注２）ここで農家（販売農家，自給的農家），土
地持ち非農家の定義について確認しておく。農
家は｢調査期日現在で，経営耕地面積が10ａ以上
の農業を営む世帯又は経営耕地面積10ａ未満で
あっても，調査期日前１年間における農産物販
売金額が15万円以上あった世帯｣をいう（農家の
うち販売農家は｢経営耕地面積30ａ以上又は調査
期日前１年間における農産物販売金額が50万円
以上｣の世帯，自給的農家は｢経営耕地面積が30
ａ未満で，かつ，調査期日前１年間における農
産物販売金額が50万円未満｣の世帯）。
土地持ち非農家とは，｢農家以外で耕地及び耕
作放棄地を５ａ以上所有している世帯｣である。
また，農家及び土地持ち非農家以外で，５ａ未
満の耕地もしくは耕作放棄地を所有している世
帯も相当数に上るとみられる。

（注３）日本農業における高齢化による影響は，本
誌2007年７月号内田多喜生｢後期高齢者への依存
強める日本農業｣参照

（注４）ただし，土地持ち非農家の多くは完全に離
農したわけではなく，小規模ながら自給的な農
業を営んでおり，また農協の正組合員や集落の農
業組織の構成員として地域農業において重要な
役割を果たしていることに留意する必要がある。

（２）土地持ち非農家の増加と農地流動化

先の第１表より，土地持ち非農家の貸付

面積をみると，2000年から05年にかけてそ

の貸付面積は31.4万haから41.1万haへ9.7万

ha，30.9％も増加しており，所有農地を上

回る増加率を示している。

この土地持ち非農家の貸付面積41.1万ha

は農家及び農家以外の農業事業体の借入面

積83.2万haのほぼ半分，49.3％に相当する。

また，05年の農家の貸付面積は27.5万haに

過ぎないため，土地持ち非農家の貸付面積

は農家の貸付面積の1 .5倍に達している

（2000年時点では1.3倍だったため，土地持ち

非農家と農家の農地貸借が農家間の貸借を上

回る傾向がより強まることになった）。

いまや土地持ち非農家は農地の最大の出

し手であるが，その一方で，耕作放棄地に

ついても土地持ち非農家の存在が大きくな

りつつある。2000年から05年にかけて農家

の耕作放棄地が21万haから22.3万haへ1.3万

haの増加にとどまったのに対し，土地持ち

非農家は13.3万haから16.2万haへ約３万ha

も増加した。そのため，全耕作放棄地に占

める土地持ち非農家の割合は38.4％から

41.7％にまで上昇している。つまり，土地

持ち非農家の増加は，農地の流動化と耕作

放棄地化という正・負両面の動きを加速さ

せていることになる。

次項では，こうした土地持ち非農家の増
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〉 

〈７５歳以上農業従事者変化数〉 

資料　第１表に同じ 
（注）　図中の数式は近似線のもの。 
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加による動きが全国一律的なものなのか，

地域によって大きく異なるものなのかを検

証することとする。

（３） 地域別にみた農地所有及び

利用の動向

第２表は，農業地域別に土地持ち非

農家が農地所有者数に占める割合をみ

たものである。同表にみられるように，

土地持ち非農家が占める割合は地域に

よってかなり異なり，北陸（35.0％），

九州・沖縄（33.7％），東海（32.0％）と，

30％を超える地域がある一方で，北海

道（22.3％），東北（24.3％）のように

20％前半にとどまる地域もある。ただ

し，いずれの地域でも2000年から05年

にかけて，土地持ち非農家の割合は３

～６ポイント上昇している。

次に，第３表は所有農地面積につい

て地域別にみたものであるが，所有農

地面積に占める土地持ち非農家の割合

は全体的に所有者数割合に比べ低いも

のの，北陸（22.6％）のように20％を超

えている地域もあり，その他の地域で

も北海道（7.8％）と東北（11.7％）を除

き10％台後半を占めている。また，所

有者数と同様に，いずれの地域も2000

年を３～６ポイント上回っている。

このように，土地持ち非農家の占め

る割合はいずれの地域でも着実に増し

ているが，地域によってその割合には

かなりの違いがみられている。とくに，

北海道は都府県地域に比べかなり低い

が，これは北海道では農家の専業傾向が非

常に強く，農業経営を縮小した場合，売買

により農地を手放しそのまま離農するケー
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第2表　農地所有者数に占める土地持ち非農家割合 
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第3表　所有農地面積に占める土地持ち非農家割合 
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ここに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。

り所有農地面積は11％も増加しており，農

家の経営縮小がより経営規模の大きい層ま

で広がったことがうかがえる。

一方，土地持ち非農家の１戸当たり経営

面積は，定義上当然であるが２ａに過ぎず，

所有農地面積に占める割合も４％にとどま

っている（北海道では１％未満，都府県でも

６％）。そして，残りの96％の所有農地の

うち69％（34ａ）を貸付地に，27％（14ａ）

を耕作放棄地に振り分けている計算にな

る。ただし，その割合は地域によってかな

り異なっており，貸付割合は北海道，北陸，

東北地域で高く，逆に耕作放棄地割合は中

国・四国，関東・東山といった地域で高い

傾向がみられる。特に中国，四国での耕作

放棄地割合は40％を超えている。

なお，地域により貸付割合には大きな違

いがあるものの，その貸付が地域の農地利

用において非常に重要であることは共通し

ている。第２図は土地持ち非農家の

貸付面積が農地の借入面積に占める

割合をみたものである。同図にみら

れるように，最も高い北陸では64.7％

とほぼ３分の２に上り，以下，近畿

の61.6％，関東・東山58.1％が続き，

中国，四国を含む７地域で50％を超

えている。第１表でみたように，こ

の間，借入面積そのものも2000年の

71.1万haから05年の83.2万haへ増加し

ており，全国的な農地流動化に土地

持ち非農家の増加が及ぼした影響は

非常に大きかったといえよう。

このように，地域によって土地持
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スが多かったためとみられる。

以上みたように，農地所有における土地

持ち非農家のウェイトはいずれの地域でも

高まっており，特に都府県においては，す

べての地域で所有農地面積の１割を上回る

ようになっている。

（１） 土地持ち非農家の農地利用の特徴

第４表は，土地持ち非農家の所有農地の

利用状況を地域別にまとめたものである。

まず，土地持ち非農家の１戸当たりの所

有農地面積は，例外的に大きい北海道

（4.43ha）を除いても0.44haであり，これは

都府県の農家の平均所有農地面積0.92haの

ほぼ半分の規模となる。しかも，2000年か

ら05年にかけて土地持ち非農家の１戸当た
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九州・沖縄 

資料　第１表に同じ 

第4表　土地持ち非農家の所有農地の利用状況 
　　　　（２００５年） 
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２　土地持ち非農家の地域別

農地利用の特徴及びその要因



ここに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。

ち非農家の農地利用状況は大きく異なる

が，農地の貸し手としてはほとんどの地域

で農家を上回っている。つまり，土地持ち

非農家の農地利用によって，地域の農業構

造が大きく左右される状況になりつつある

といえる。

（２） 都道府県別にみた土地持ち非農家

の農地利用の特徴

ここでは，土地持ち非農家の農地利用の

特徴をよりわかりやすく把握するために，

土地持ち非農家の所有農地面積に対する貸

付割合から耕作放棄地割合を引いた指数を

（土地持ち非農家の貸付選好指数ともいうべき

もの，以下「貸付選好指数」という）試算し

てみた。都道府県別に同指数をみたものが

第３図である。

同図により，より詳細に土地持ち非農家

の農地利用の傾向を読み取ることができ

る。例えば，指数が高いのは，北海道と北

陸，東北，九州北部といった道県で，逆に

低いのは南関東，近畿，そして中国，四国

の各都府県である。おおよその傾向として，

稲・麦等土地利用型農業のウェイトが高い

地域で指数が高い一方で，都市化・過疎化

が進んでいる地域で指数が低いことがうか

がえる。

このように，土地持ち非農家の農地利用

の違いは地域によって非常に大きいが，そ

のことが地域の農業構造に大きな影響をも

たらしている。第４図は，都府県別に経営

耕地面積に占める借入面積比率と土地持ち

非農家の貸付選好指数の関係をみたもので

ある。同図からあきらかなように，土地持
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資料　第１表に同じ 
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第2図　土地持ち非農家の 
貸付面積対借入面積割合 
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資料　第１表に同じ 
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第3図　都道府県土地持ち非農家の貸付選好指数 



ここに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。

ち非農家の農地の出し手としての傾向が強

い都府県ほど農地の流動化が進んでいるこ

とがうかがえる。１戸当たり経営規模と貸

付選好指数をみても同様の関係がみられ，

土地持ち非農家の農地利用が農地の流動化

とそれに伴う規模拡大を規定する要因の一

つであることが示唆される。

ここで，土地持ち非農家の農地利用に影

響する要因について考えてみたい。第５表

は都府県別に土地持ち非農家貸付選好指数

と様々な関連指標の相関を示したものであ

る。そこから土地持ち非農家の農地利用に

影響を与える要因のいくつかを読み取るこ

とができる。

例えば第５表からは，75歳以上の農業従

事者の割合が高いほど，土地持ち非農家貸

付選好指数が低くなる関係がみられる。こ

れは土地持ち非農家が貸付するうえで，地

域に受け皿となる農業者がいることが大き

く影響することを示唆している。高齢化や

後継者不足により自作が困難になった農家

が近隣の農家への貸付を希望しても，近隣

も同様に高齢化が進んでいるような状況で

は農地集積は難しいということであろう。

また，耕地面積に占める水田割合が高い

ほど，貸付選好指数が高い傾向もみられて

いる。これは，ほ場条件が農地の貸付に大

きく影響していることを示してい

る。水田の割合が高いということ

は，比較的農地が平坦でほ場整備

が進んでいることを意味し，出し

手の農地条件も良好であるとみら

れるからである。また，そういっ

た地域の方が土地持ち非農家の受

け皿となる経営体も成立しやすい

であろう。

さらに，都市計画区域の指定

のある農業集落ほど，貸付選好指

数が低い傾向もみられているが，

これは都市化による他用途利用と

農林金融2007・10
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〈
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耕
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地
面
積
割
合
〉 

〈土地持ち非農家の貸付選好指数〉 

資料　第１表に同じ 
（注）１　図中の数式は近似曲線のもの。 

２　借入耕地面積割合は農家, 農家以外の農業事業体。 

（％） 

△５０ ０ ５０ １００ 

第4図　都府県別の借入耕地面積の割合と 
　　土地持ち非農家貸付選好指数 
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資料　第１表に同じ 

第5表　土地持ち非農家貸付選好指数と関連指標の相関係数 
（都府県, ２００５年） 
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の競合や，農業者の減少による集落作業へ

の影響等が農地の出し手・受け手の双方に

影響していることが考えられる。逆に，私

有林に占める不在村所有者面積の割合が高

いほど貸付選好指数が低いという傾向がみ

られることは，農家林家が多い山村部での

過疎化が森林所有だけでなく農地利用にも

影響を与えていることが示唆される。

このように，土地持ち非農家の農地利用

にあたっては，農業者の高齢化や耕地条件

といった農業内部の構造的な要因と過疎

化・都市化といった農外の社会・経済情勢

が複雑に影響していることがうかがえる。

（１）土地持ち非農家の今後の動向と影響

さて，このように日本の農業構造に大き

な影響を与えている土地持ち非農家である

が，今後の動向はどのようになるであろう

か。農林水産省が2005年３月に示した｢農

業構造の展望｣においては，2015年に土地

持ち非農家は150～180万戸に増加すると予

想されている。この背景には，先に指摘し

たように，昭和一けた世代の農業リタイア

が今後も高水準で続くことがある。

もし150～180万戸に土地持ち非農家が増

加した場合，土地持ち非農家の所有農地は

どのように変化するであろうか。第５図は，

土地持ち非農家の１戸当たり所有農地面積

が2000年から05年にかけてのペースで増加

したとして筆者が試算したものである（土

地持ち非農家数は中間値の165万戸とした）。

その結果，2015年の土地持ち非農家の所有

農地面積は116万haと2005年のほぼ倍にな

るという結果になり，これは05年の全所有

農地面積414万haの約３割程度に相当する。

これらの農地がうまく貸借に向かえば，

日本農業における農地の流動化と経営規模

の拡大は一層進むことになるとみられる

が，ここで留意すべきなのが，先にみたよ

うに地域の農業環境によって土地持ち非農

家の農地利用も大きく左右されることであ

る。特に，現在進められている品目横断的

経営安定対策では一定の農地の集積が参加

の要件になるが，今後，土地持ち非農家が

急増し，農地の出し手が多数現れたとして

も，農地の受け皿がないために，もしくは

個々の農地が零細かつ分散しているため

に，対策に参加できない集落が生じてくる

可能性もある。例えば，平成19年産米の品

目横断的経営安定対策への作付計画面積割

合（対平成18年産）と先にみた土地持ち非

農家の貸付選好指数との関係には，貸付選

好指数が低いほど作付計画面積の割合が低
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２０１５年 

資料　第１表に同じ 
（注）　２０１５年の土地持ち非農家の地域別合計数を１６５万

戸とし, ２００５/２０００年の土地持ち非農家数及び１戸当
たり所有農地面積増加率を２０１５年まで延長して単純
に試算。 
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第5図　土地持ち非農家の所有農地面積の将来 

２００５年 

３　土地持ち非農家等の今後の

動向と農地利用への影響



た動きをみてきたが，これはあくまで農家

が農業経営を縮小し，農村内にとどまって

いるケースである。しかし，今後は世帯の

継続しない農地の移動が増加してくること

に留意する必要がある。これは昭和一けた

世代の次世代には都市部を中心に農外へ流

出していったケースが多いとみられるから

である。実際，2005年センサスでも，販売

農家196.3万戸のうち世帯主年齢が65歳以

上で夫婦だけ，もしくは男性，女性単身者

だけの世帯が27.8万戸に上る。

こうした村外へ他出した不在村農地所有

者の実態について直接的な把握は困難であ

る。ただし，全国農業会議所が06年末に実

施した｢不在村農地所有の管理実態に関す

る調査｣によれば，回答農業委員会平均で，

管内の不在村農地所有者が596人，その所

有面積は27,483ａに上るという数字もある

（ただし，同調査では記入者の単位間違いの可

能性があり，面積の平均値が高くなっている

ことに留意が必要としている）。

また，同調査における不在村農地所有者

の耕作放棄地・遊休農地面積が管内の同面

積に占める割合を筆者が試算すると，回答

数が異なるためあくまで参考値であるが，

田・畑で26％前後に上っており，地域の農

地利用に既にかなりの影響が生じているこ

とが示唆されている（第６表）。

同調査でも，今後の不在村農地所有者に

ついて，｢増えると思う｣との回答が全体の

86.2％に上っている。また，増加の要因と

しては，｢在村者の死亡に伴う他出した子

どもへの相続｣が81.5％で最も高く，土地
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い傾向がみられている（第６図）。

今後，高齢化がさらに進むとみられる地

域と農業条件の相対的に不利な地域は，中

山間地域にみられるように多くの場合重な

っており，制度的対応が本来必要な地域ほ

ど参加が難しくなるという可能性もある。

地域農業の維持が困難になれば，それは農

村の集落機能の維持も難しくなり，地域社

会全体の停滞につながる可能性もあろう。

こうした地域で農業条件が劇的に好転す

るとは考えにくく，現状の品目横断的経営

安定対策での弾力的な対応や，それが難し

い場合でも，既存の中山間地域等直接支払

制度や，品目横断的経営安定対策と並行し

て取り組まれている｢農地・水・環境保全

向上対策｣等の他の諸施策の継続・強化等

も考慮に入れる必要があろう。

（２）不在村農地所有者の増加とその影響

ここまでは，土地持ち非農家を中心にし

〈
１９
年
産
米
作
付
計
画
面
積
割
合（
対
１８
年
産
）
〉 

〈土地持ち非農家貸付選好指数（２００５年）〉 

資料　農林水産省「平成１９年産品目横断的経営安定対策加入申
請状況」「２００５年農林業センサス」「平成１８年産水稲作付
面積及び予想収穫量」 

（注）１　図中の数式は近似線のもの。 
２　東京, 大阪, 沖縄を除く各府県。 
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第6図　経営安定対策稲作作付計画面積割合と 
土地持ち非農家貸付選好指数  
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もともと農業を営んでいた世帯でさえ農

地利用にこれだけの格差が生じており，自

営農業の経験が少ないとみられる不在村農

地所有者については，より多くの問題が生

じることは避けられないであろう。

また，不在村者農地所有者については，

在村の土地持ち非農家と異なり，集落単位

での農作業等への参加が物理的に難しくな

ることも懸念される。第７表にみられるよ

うに，都市・農村を問わず在村の土地持ち

非農家は農道や農業用用排水路の管理等の

集落作業に参加しており，地域の農業生産

基盤を維持する上で非常に重要な役割を果

たしているからである。

さらに，不在村農地所有者が増加した場

合には，森林組合における不在村森林所有

者と同様に，農地の所有者を特定すること

が困難もしくはそのコストが膨大になり，

農地の利用集積に関しての調整が難しくな

ることも考えられる。
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持ち非農家のような自営農業の縮小とは異

なる農地移動が今後増加することが示唆さ

れている。

ここで重要なのは，土地持ち非農家はあ

くまで農家の延長線上の存在であったが，

不在村農地所有者の多くはすでに他出して

長い期間が経ち，農業との接点が少ない

（あるいは全く持たない）世帯と予想される

ことである。このことが農地利用に与える

影響はかなり大きいとみられる。例えば，

第７図は農地所有主体別に耕作放棄地割合

を示したものであるが，同図からは農業依

存度が低い主体ほど耕作放棄地割合が高く

なる傾向がみられている。

（単位　ha，委員会数，％）

管内の耕作放棄地・遊休 
地面積　（ａ） 

不在村者が所有する耕作 
放棄地・遊休農地　（b） 

資料　全国農業会議所｢不在村農地所有の管理実態に関する調査｣
（概要）（平成１９年３月）, アドレスhttp://www.nca.or.jp/ 

（注）　（　）内の数字は回答委員会数。  
    

第6表　管内の耕作放棄地・遊休地面積 
 （回答農業委員会当たり） 

６５．１
（１，１７３） 

１６．９  
（１，０７０） 
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資料　第１表に同じ 
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第7図　所有者別耕作放棄地割合 
（耕作放棄地/所有農地面積, ２００５年） 

７４．８ 

１３．８ 

２２．７ 

２５．７ 

１２．５ 
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資料　第１表に同じ 

第7表　農業集落での共同作業の出役状況 
（農業用用排水路） 

実施形態 
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（３） 農地所有構造の変化へ必要な対応

これまでみたように，日本の農地の所有

構造は，土地持ち非農家とその次世代とみ

られる不在村農地所有者の増加により大き

く変化するとみられるが，最後に，これら

農家以外の農地所有者が増加するなかで系

統団体を含めてどのような対応が必要かを

考えてみたい。

まず，農地所有構造の変化の影響として

考えられるのが，農業経営を縮小もしくは

行わない農地所有者の増加による耕作放棄

地の拡大である。先にみたように，地域の

農業条件によっては必ずしもこうした農地

の出し手の急増に対応できるだけの受け手

がいるわけではない。そうした状況におい

ては，関連機関が主導しての農地の受け皿

づくりが緊急の課題となろう。例えば，

JAが出資する農業生産法人の設立事例が

既にみられているが，こうした取組みをさ

らに進めていく必要があろう。

また，現在取り組まれている品目横断的

経営安定対策を契機とした集落営農組織の

育成も，そうした農地の所有構造の変化の

影響を抑制する効果があるとみられ，取組

みをさらに進めていく必要があろう（ただ

し，先にみたように，農業条件が絶対的に不

利でそうした対策に参加できない地域には弾

力的な対応，もしくは別途方策を考えること

も必要である）。

次に，農地の所有構造が大きく変化する

なかで，農地の面的な維持を図り，かつそ

の流動化を効率的に進めていく上では，管

内の農地の所有者，利用者，貸借の希望等
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の正確な情報を一元的に管理する仕組みづ

くりが必要であろう（農地の所有状況の把

握は農地所有者に農地保全のための適切なコ

ストを負担してもらう上でも重要である）。

筆者はGIS（地理情報システム）を使った

地域の農地情報システムの構築が上記の仕

組みづくりの一つとして考えられることを

長野県内の事例により紹介した。
（注５）

また，農

林水産省の｢農業・農村情報整備・活用研

究会｣がとりまとめた｢地図情報の効果的な

活用に向けて｣（07年３月）のなかでも，農

地の面的集積や共同活動等において｢GISは

地域の合意形成や基礎資料の作成等に不可

欠なツール｣と位置づけている。この取組

みでは，先の農業情報の共有において，農

協，役場，農業委員会，農業共済組合，土

地改良区などの各関連機関の連携が非常に

重要であり，地域農業者の組織体である農

協に期待される部分は非常に大きいと考え

る。

また，土地持ち非農家の多くは小規模な

がら農業を継続し，農協の正組合員である

ケースがほとんどである。そうした土地持

ち非農家である正組合員の農地利用に関し

ては，資産管理の一環として農協が支援で

きる部分も大きいであろう。第24回JA全

国大会においても，『組合員の資産管理の

総合的な支援』が掲げられており，そのな

かで｢JAは，組合員はもとより後継者や定

年退職を迎える農地所有者に対し，相続・

遺言や生活設計相談が的確に行える体制を

整備します｣とある。こうした農協の資産

管理事業を通じて土地持ち非農家が所有す
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る農地を適切に管理することが，将来相続

を通じて発生する不在村農地所有者の農地

利用への対応にもつながっていこう。その

場合，農協の資産管理部門と営農部門とが

連携して対応することも考えられる。さら

にいえば，地域農業のステークホルダーと

して不在村農地所有者を農協組織に積極的

に取り込んでいく方策も検討されるべきで

あろう。

加えて，土地持ち非農家・不在村農地所

有者が農地を提供しやすい農地制度・税制

等の検討も必要である。07年８月に農林水

産省がまとめた｢農地政策の見直しについ

て｣では，上記の農地情報の一元化のため

の予算措置が盛り込まれているが，農地税

制については，｢農地制度の見直しの方向

に即し，農地税制の見直しについて引き続

き検討｣とある。今回みたように，土地持

ち非農家・不在村農地所有者の今後の増加

を前提とすれば，農地の出し手のコスト

（例えば，農地の相続・登記等に係る費用）

をより軽減する方向での検討も必要になろ

う。

（注５）内田多喜生（2005）｢GIS（地理情報シス
テム）と地域農業振興｣『調査と情報』７月，参照。

本稿でみたように，農地の所有構造は近

年大きく変化している。つまり，自らは小

規模な経営にとどまる多数の農地の出し手

が出現したことで，農地の流動化が急速に

進んできたのである。

ただし，現在その主体である土地持ち非

農家は農業から完全に離れたわけではな

く，地域農業にも集落作業等を通じ関与し，

農業への理解も一定程度ある世帯である。

一方，今後相続等に伴って増加が予想され

る不在村農地所有者は農業との接点が少な

い世帯が多いとみられる。

受け手側の体制が不十分なままこれら世

帯が急増した場合，農地の面的な維持が困

難になる可能性もあり，土地持ち非農家か

ら不在村農地所有者への農地移動が本格化

する前に，系統組織，行政，関連団体等の

連携による迅速な対応が求められよう。

（主任研究員　内田多喜生・うちだたきお）

おわりに


